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4.  幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
4.1  検証対象ダム事業等の点検 
検証要領細目に基づき、幾春別川総合開発事業等の点検を行った。 

 

4.1.1  総事業費及び工期 
現在保有している最新のデータや技術的知見等の範囲で、「新桂沢ダム及び三笠ぽんべ

つダムの建設に関する基本計画(平成 20 年 11 月変更)」（以下「基本計画」という。）で定

められている総事業費及び工期を点検した※1。 

 

※1 今回算定した経費には、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待的要素は含まれていない。 

また、検証の結論に沿って、いずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたっては、さ

らなるコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をする。 

 

(1)  総事業費 

基本計画策定時からの変動要因を主な変動要因として整理するとともに今後の変動要素

の分析評価をした。 

1)  点検の概要 

平成 24 年度末の点検結果は、表 4.1-1および表 4.1-2のとおりである。 

今回の検証に用いる残事業費は、平成 25 年度以降を想定し、表 4.1-1「新桂沢ダム建設

事業 総事業費の点検結果」に示した「平成 25 年度以降残事業費」約 351 億円、また表 4.1-2

「三笠ぽんべつダム建設事業 総事業費の点検結果」に示した「平成 25 年度以降残事業費」

約 120 億円とした。 
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新
桂
沢
ダ
ム
建
設
事
業
 総
事
業
費
の
点
検
結
果
 

                         

     
※
 
諸
要
因
に
よ
り
、
本
検
討
で
想
定
し
て
い
る
工
期
が
延
伸
し
た
場
合
に
は
、
継
続
調
査
や
事
務
費
な
ど
で
年
間
約
4
億
円
の
増
と
な
る
。
  
  
 ※
 
四
捨
五
入
の
関
係
で
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
 

※
「
平
成
24
年
度
迄
実
施
済
み
額
」
は
、
見
込
額
を
計
上
。
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伸
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伸
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あ
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(2)  工期 

工期の点検にあたっては、基本計画に示された工期を対象に、平成 20 年度（基本計画の

直近の変更年）以降現時点までに得られている最新の知見等を踏まえ、事業完了までに要

する工事等の工期の点検を以下の観点から行った。 

 

・現基本計画（平成 20 年 11 月変更）の工期は、概略設計による施工可能日数、冬期休

工期間等を考慮して本体工事着手後 6年で完成することで決定。 

・今回の点検では、本体工事に着手してからダム完成までの残事業における必要工期を

点検。 

 

ダム本体工事を含む残工事の工期を算定した結果、表 4.1-3に示すとおり、本体工事に

着手する年を含め 6年間で完成する工期に変更はない。 

 

表 4.1-3 事業完了までに要する必要な工期（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 予算上の制約や入札手続きの状況等によっては、点検内容のとおりとはならない場合がある。 

 

 

 

クリティカルパスクリティカルパス
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4.1.2  堆砂計画 
新桂沢ダムの堆砂容量（1,090 万 m3）および三笠ぽんべつダムの堆砂容量（12 万 m3）に

ついて、最新のデータを用いて点検を行った。 

 

1)  堆砂容量の考え方 

新桂沢ダムおよび三笠ぽんべつダムの堆砂容量は、次に示す手法（以下、「現堆砂計画」

という）により設定されている。 

 

【新桂沢ダム】 

新桂沢ダムの現堆砂計画は、桂沢ダムの再開発（同軸嵩上げ）であることから、桂

沢ダムの実績堆砂データ（S35～H16）を踏まえ、桂沢ダムの最低水位以下の容量であ

る 1,090 万ｍ3を堆砂容量として決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－4.1-4 桂沢ダム堆砂実績（平成 16 年まで） 

ダム名 
流域面積 
(km2) 

比堆砂量 
(m3/km2/年) 

実績比堆砂量 
(m3/km2/年) 

確率比堆砂量 
(m3/km2/年) 

経過年数 
（年） 

桂沢ダム 151.2 450 436 446 45 

 

表－4.1-5 統計的手法による堆砂量の推定 

確率分布関数 
年平均確率比堆砂量 
(m3/km2/年) 

SLSC 

2 母数対数正規分布 769 0.11 

3 母数対数正規分布 453 0.06 

グンベル分布 501 0.10 

一般化極値分布 446 0.04 

平方根指数型最大値分布 289 0.30 

 

採用 

新桂沢ダムの現堆砂計画 

  ① 比堆砂量： 450m3/km2/年 

    （桂沢ダムの堆砂実績、統計的手法から算出） 

  ② 流域面積： 151.2km2 

  ③ 計画堆砂年： 100 年間 

  ④ 堆砂容量： ①×②×③≒690 万 m3 

  ⑤ 完成時堆砂量： 380 万 m3 

         1,070 万 m3 ＜ 1,090 万 m3（計画堆砂量） 
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【三笠ぽんべつダム】 

三笠ぽんべつダムの現堆砂計画は、近傍ダム（桂沢ダム、美唄ダム）の平成 16 年ま

での堆砂実績等から、計画比流入土砂量を 350m3/km2/年として設定し、一次元河床変動

計算により 12 万 m3を堆砂容量として決定した。 

 

●計画比流入土砂量の設定 

近傍の 2ダムの地形、土地利用、実績比堆砂量は、概ね同様の傾向となっており、近

傍類似ダムとして評価し、2ダムの平均的な値をもって、計画比流入土砂量を 350m3/km2/

年とした。  

 

表－4.1-6 近傍ダム堆積実績 

ダム名 
流域面積 
(km2) 

実績比堆砂量 
(m3/km2/年) 

経過年数 
（年） 

桂沢ダム 151.2 436 45 

美唄ダム 24.6 189 18 

※桂沢ダムは S35～H16、美唄ダムは S59～H13 のデータを使い算出 

 

●計画堆砂量の算定（条件設定） 

粒度分布は、現地河床材料調査結果をもとに、大きく 2 つのグループに分けら

れるため、粒度 1、粒度 2の 2ケースを設定した。流量条件は、過去 25 年間（S56

～H17）に発生した洪水を 4回連続させ、その合間に 30 年確率洪水を 2回、50 年

確率洪水を 1 回内挿するとともに、基本高水（100 年確率洪水）を 1 回加えた流

量時系列を設定した。土砂条件は、100 年間の流入土砂量が比流入土砂量

（350m3/km2/年）の 100 年分となるように設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1-1 現地河床材料調査結果 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

●計画堆砂量の算定（計算結果） 

粒度 1、粒度 2の 2ケースについて、一次元河床変動計算により、堆砂形状の縦断

標高および堆砂量シミュレーションを行った。計画堆砂量は、100 年間の計算から求

めた 100 年後の堆砂量の予測より設定した。計算の結果、100 年後の堆砂量は粒度 1

で 11.3 万 m3、粒度 2で 12.0 万 m3となった。 
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図 4.1-2 一次元河床変動計算結果 

 

2)  新桂沢ダム、三笠ぽんべつダムの堆砂容量の点検 

 

【新桂沢ダム】 

新桂沢ダムは、桂沢ダムの再開発（同軸嵩上げ）であることから、流域面積、流域の条

件が同一の桂沢ダムの堆砂実績を平成 21 年まで更新し、実績比堆砂量、年堆砂量変動を確

率評価した確率比堆砂量により、現堆砂計画を点検した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新桂沢ダムの堆砂計画（点検結果） 

  ① 比堆砂量： 460m3/km2/年 

    （桂沢ダムの堆砂実績、統計的手法から算出） 

  ② 流域面積： 151.2km2 

  ③ 計画堆砂年： 100 年間 

  ④ 堆砂容量： ①×②×③≒696 万 m3 

  ⑤ 完成時堆砂量： 389 万 m3 

         1,085 万 m3 ＜ 1,090 万 m3（計画堆砂量） 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

表 4.1-7 桂沢ダム堆砂実績（平成 21 年まで） 

ダム名 
流域面積 
(km2) 

比堆砂量 
(m3/km2/年) 

実績比堆砂量 
(m3/km2/年) 

確率比堆砂量 
(m3/km2/年) 

経過年数 
（年） 

桂沢ダム 151.2 460 459 458 50 

 

表 4.1-8 統計的手法による堆砂量の推定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三笠ぽんべつダム】 

 類似ダムの堆砂実績を平成 21 年まで更新し、現堆砂計画を点検した。 

①計画比流入土砂量 

 ・流域の土砂流出形態の変化の有無の確認： 

三笠ぽんべつダム流域において、現堆砂計画策定以降、土砂流出形態に変化を及

ぼすような大規模な開発や治山事業等は行われていないことを確認した。 

 ・近傍類似 2ダムの抽出の妥当性： 

近傍類似 4 ダムの地形(地貌係数、平均河床勾配)、地質(表層の地質構成)、崩壊

地面積率に着目した結果、桂沢ダム及び美唄ダムを類似ダムとして改めて抽出し、

近傍 2ダムの抽出は妥当であることを確認した。 

キムンダム

芦別ダム

美唄ダム

三笠ぽんべつダム

桂沢ダム

幌向ダム

大夕張ダム

キムンダム

芦別ダム

美唄ダム

三笠ぽんべつダム

桂沢ダム

幌向ダム

大夕張ダム

 
 

 

図 4.1-3 三笠ぽんべつダム周辺地形図 

 

確率分布関数 
年平均確率比堆砂量 
(m3/km2/年) 

SLSC 

2 母数対数正規分布 470 0.04 

3 母数対数正規分布 458 - 

グンベル分布 503 0.09 

一般化極値分布 458 0.04 

平方根指数型最大値分布 418 0.07 

採用 

解無し 

※幌向ダムは情報収集が困難なため、キム
ンダムは取水ダムであるため、検討対象
外とした 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

 表 4.1-9 近傍類似ダムの地形地質 

 
・近傍ダムの最新の堆砂傾向の確認： 

類似ダムの堆砂実績を平成 21 年まで更新し、現計画の実績比堆砂量に加え、確率

比堆砂量、補正比堆砂量により現堆砂計画を点検したところ、181～459m3/km2/年と

なり、平均して三笠ぽんべつダムの計画比流入土砂量 350m3/km2/年以下の値であり、

堆砂傾向に変化がないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1-4 三笠ぽんべつダム計画比流入土砂量の推定 

②堆砂計算 

 ・流入土砂の粒度設定の妥当性の確認： 

現地河床材料調査結果を参考にした計画流入土砂の粒度分布について、存在する

近年の調査データを確認したところ、現堆砂計画の根拠としたデータの粒度分布の

範囲に収まり、大きく逸脱しておらず、現堆砂計画で想定している堆砂する土砂の

傾向に大きな変化はないと考えられることから、現堆砂計画の粒度設定の見直しは

行っていない。 

・現堆砂計画策定以降の洪水の確認： 

現堆砂計画は、昭和 56 年から平成 17 年までの流量データをもとに決定している。

現堆砂計画策定以降、大規模な洪水は発生しておらず、現堆砂計画の根拠としたデ

ータの範囲に収まり、大きく逸脱していないことから、流量条件の設定の見直しは

行っていない。 

堤体、貯水池 地形 地質 
地形分類 

ダム名 直接流
域面積 
(km2) 

総貯水 
容量 
(103m3) 

地貌
係数 
(103) 

小起伏
山地 

中起
伏山
地 

大起
伏山
地 

平均 
河床 
勾配 

岩種 時代 

崩壊地 
面積率 
（H15 年） 

桂沢ダム 151.2 92,700 82 85% 15% 0% 1/70 泥岩 白亜紀 0.13% 

大夕張ダム 433.0 87,200 155 47% 36% 17% 1/60 
砂岩 
泥岩 

白亜紀 0.46% 

芦別ダム 126.0 1,599 216 12% 56% 32% 1/30 
砂岩 
泥岩 

白亜紀 0.35% 

美唄ダム 24.6 1,500 139 80% 20% 0% 1/20 泥岩 白亜紀 0.08% 

三笠ぽん 
べつダム 

35.4 8,620 131 28% 72% 0% 1/40 泥岩 白亜紀 0.09% 

ダム名
流域面積
(km2)

実績比堆砂量
(m3/km2/年)

確率比堆砂量
(m3/km2/年)

経過年数
（年）

桂沢ダム 151.2 459 458 50

美唄ダム 24.6 181 209 26

ダム名

桂沢ダムとの崩壊
地面積率による補
正比堆砂量※

(m3/km2/年)

美唄ダムとの崩壊
地面積率による補
正比堆砂量※

(m3/km2/年)

三笠ぽんべつダム 317 235

ダム名
流域面積
(km2)

計画比流入土砂量
(m3/km2/年)

三笠ぽんべつダム 35.4 350

※補正比堆砂量＝対象ダム確率比堆砂量／対象ダム崩壊地面積率
×三笠ぽんべつダム崩壊地面積率

※桂沢ダムは、S35～H21、美唄ダムは、S59～H21のデータ
を使い算出
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1-5 三笠ぽんべつダム 現地河床材料調査結果    図 4.1-6 ダム地点年最大流量 

 

3)  点検結果及び評価 

 

【新桂沢ダム】 

・ 点検の結果、比堆砂量は桂沢ダムの実績から 460 m3/km2/年となり、ダム完成後 100

年の堆砂量を算出した結果、1,085 万 m3となったことから、現堆砂計画の 1,090 万 m3

以下の値であることを確認した。 

・ 現堆砂計画は妥当であると判断し、堆砂容量 1,090 万 m3の変更は行わない。 

 

【三笠ぽんべつダム】 

・ 計画比流入土砂量については、点検の結果、類似ダムの堆砂量からの推定は 181～

459m3/km2/年となり、崩壊地面積率を考慮すれば三笠ぽんべつダムの比流入土砂量

350m3/km2/年以下の値であり、また、大きく乖離がないことを確認した。 

・ 現堆砂計画の一次元河床変動計算における粒度分布や流量条件については、近年のデ

ータにより確認したところ、堆砂する傾向、流量条件とも、現堆砂計画の根拠とした

データの範囲に収まり、大きく逸脱していないことから、見直しは行っていない。 

・ 現堆砂計画は妥当であると判断し、堆砂容量 12 万 m3の変更は行わない。 

 

4.1.3  計画の前提となっているデータ 
(1)  点検の実施 

検証要領細目「第 4 再評価の視点」（1）で規定されている「過去の洪水実績など

計画の前提となっているデータ等について詳細に点検を行う」に基づき雨量データ及

び流量データの点検を実施した。 

今回の検証に係る検討は、点検の結果、必要な修正を反映したデータを用いて実施

している。 

 

(2)  点検結果 

雨量データ及び流量データの点検結果を別冊資料に示す。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

4.2  洪水調節の観点からの検討 
 

4.2.1  複数の治水対策案（幾春別川総合開発事業を含む案）について 
「石狩川水系幾春別川河川整備計画」（平成 18 年 3 月）及び「石狩川水系石狩川（下流）

河川整備計画」（平成 19 年 9 月）では、戦後最大規模の昭和 56 年 8 月上旬降雨により発生

する洪水流量を計画高水位以下で流すことを目標としている。幾春別川の西川向地点にお

ける目標流量を 1,100m3/s とし、新桂沢ダムと三笠ぽんべつダムにより 400m3/s を調節し、

河道への配分流量を 700m3/s としている。また、石狩川の石狩大橋地点における目標流量を

14,400m3/s とし、既設の洪水調節施設及び支川の河川整備計画に位置づけられた新規洪水

調節施設、さらに本川の新規遊水地により合わせて 2,700m3/s を調節して、河道への配分

流量を 11,700m3/s としている。 

治水対策案（幾春別川総合開発事業を含む案）については、現行の河川整備計画を基本

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-1 流量配分図 

700m3/s
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奔
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■ 基準地点 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-2 概要図 

 

新桂沢ダム【再開発：嵩上げ】 

三笠ぽんべつダム【新規】 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-3 石狩川の流下能力図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-4 幾春別川の流下能力図 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

4.2.2  複数の治水対策案（幾春別川総合開発事業を含まない案）について 
検証要領細目に示されている方策を参考にして、様々な方策を組み合わせて、できる限

り幅広い治水対策案を立案することとする。 

 

治水対策案検討の基本的な考え方を以下に示す。 

・ 検証要領細目において、複数の治水対策案は、河川整備計画において想定してい

る目標と同程度の目標を達成することを基本として立案することを規定している。 

・ 石狩川水系の河川整備計画では、各支川のダム、遊水地による洪水調節効果が石

狩川本川にも及ぶため、石狩川本川の整備内容は支川の施設の効果を考慮した上

で検討した。複数の治水対策案の立案にあたって、支川幾春別川の治水対策案に

より石狩川本川への合流量が変わるため、幾春別川で治水対策案の検討を進め、

その上で、各対策案について石狩川本川も含めた全体で検討・評価を行う。 

・ 現河川整備計画では、新桂沢ダムおよび三笠ぽんべつダムにより、西川向地点で

400m3/s の洪水調節を行うこととしているため、当該洪水調節効果（西川向地点で

400m3/s）に代替する効果を有する幅広い治水対策案を立案する。 

・ その際、河川整備計画の目標流量に対して、複数の治水対策案ごとに洪水調節施

設による洪水調節を行った上で、計画高水位以下で流下させるように、河道断面

を設定することとする。 

 

以下に各方策の検討の考え方について示す。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(1)  ダムの有効活用 

 
既設のダムのかさ上げ、利水容量の買い上げ、操作ルールの見直し等により洪水

調節能力を増強、効率化させ、下流河川の流量を低減させる。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域での既設ダムの実態、利水の状況等を踏まえて、既設の桂沢ダムの

有効活用について、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-5 ダムの有効活用のイメージ 

(2)  遊水地（調節池）等 

 
河川に沿った地域で洪水流量の一部を貯留し、下流のピーク流量を低減させ洪水

調節を行う。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域での効果の発現場所、用地確保の見通し等を踏まえて、河川沿いの

土地利用状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-6 遊水地（調節池）のイメージ 

洪水調節容量洪水調節容量

他用途容量他用途容量

洪水調節容量洪水調節容量((新規新規))

堆砂容量堆砂容量

洪水調節容量洪水調節容量

堆砂容量堆砂容量

他用途容量他用途容量

かさ上げ前 かさ上げ後

遊水地の例（砂川遊水地）

排水門排水門

遊水地遊水地

越流堤越流堤

石
狩
川

石
狩
川

排水
門（
閉） 越流

堤

排水
門（
閉） 越流

堤

排水
門（
開） 越流

堤

遊水地

遊水地における洪水調節のイメージ

洪水時

平常時
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(3)  放水路（捷水路） 

 

河川の途中から分岐する新川を開削し、直接海、他の河川又は当該河川の下流に

流す水路である。河道のピーク流量を低減する効果があり、効果が発現する場所は

分流地点の下流である。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域での効果の発現場所、用地確保の見通し等を踏まえて、水理条件、

地形条件、土地利用状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-7 放水路（捷水路）のイメージ 

放水路の例（石狩放水路） 捷水路の例（雨竜川捷水路） 

日本海 

茨戸川 

石
狩
放
水
路 

大
鳳
川
新
水
路 雨

竜
川

雨
竜
川
捷
水
路 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(4)  河道の掘削 

 

河川の流下断面積を拡大して、河道の流下能力を向上させる。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域での河道掘削の実績、利水への影響、河道の状況等を踏まえて、治

水対策案への適用の可能性を検討する。河道の掘削は、低水路河床の掘削（川底を

掘り下げる）又は、高水敷の掘削（低水路幅を広げる）が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-8 河道の掘削のイメージ 

 

 

河道掘削の例（千歳川） 

河道掘削状況 河道浚渫状況 

掘
削
前
の
河
岸 

掘削後掘削前
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(5)  引堤 

 

堤防間の流下断面積を増大させるため、堤内地側に堤防を新築し、旧堤防を撤去

する。河道の流下能力を向上させる効果がある。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域での引堤の実績、用地確保の見通し、横断工作物の状況等を踏まえ

て、沿川の土地利用状況への影響等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-9 引堤のイメージ 

 

 

資料:国土交通省・河川局HP資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

引堤の例（十勝川）

帯広市

十勝大橋
音更町

現堤防の位置

旧堤防の位置

川

十

勝

更音

川

帯広市

十勝大橋
音更町

現堤防の位置

旧堤防の位置

川

十

勝

更音

川

4-18



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(6)  堤防のかさ上げ 

 

堤防の高さを上げることによって河道の流下能力を向上させる。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域での用地確保の見通し、横断工作物、既設の堤防高の状況等を踏ま

えて、沿川の土地利用状況への影響等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-10 堤防のかさ上げのイメージ 

 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

資料:姫路河川国道事務所揖保川畳堤訓練 

モバイルレビー（可搬式の特殊堤防）の実施例
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(7)  河道内の樹木の伐採 

 

河道内の樹木群が繁茂している場合に、それらを伐採することにより、河道の流

下能力を向上させる。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域における河道内樹木の状況及び伐採のこれまでの実績等を踏まえ

て、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-11 河道内の樹木の伐採のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-12 幾春別川流域における樹木繁茂状況 

 

計画高水位

掘削

凡 例

保全する樹木

除去する樹木

現況河道

掘削箇所

幾春別川（岩見沢市）の河道内樹木の状況 幾春別川（三笠市）の河道内樹木の状況
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(8)  決壊しない堤防 

 

計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対して決壊しない

堤防である。仮に、現行の計画高水位以上でも決壊しない技術が確立されれば、河

道の流下能力を向上させることができる。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域の堤防の状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。

幾春別川総合開発事業による流量の低減がない場合に増大する河道流量に対して、

計画高水位以上の水位となる区間の延長は約 27km となる。 

 
(9)  決壊しづらい堤防 

 

計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対して急激に決壊

しないような粘り強い構造の堤防である。  

技術的に可能となるなら、洪水発生時の危機管理の面から、避難するための時間

を増加させる効果がある。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域の堤防の状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。

幾春別川総合開発事業による流量の低減がない場合に増大する河道流量に対して、

計画高水位以上の水位となる区間の延長は約 27km となる。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(10)  高規格堤防 

 

通常の堤防より堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防である。 

なお、全区間の整備が完了すると、結果的に計画高水流量以上の流量が流下する。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域の河道整備、沿川の状況等を踏まえて、土地所有者等の理解

と協力の可能性を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-13 高規格堤防のイメージ 

 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

高規格堤防による盛土 

高規格堤防特別区域

河川区域

高規格堤防

河川区域 

整備後 

整備前 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(11)  排水機場 

 

自然流下排水の困難な地盤の低い地域で、堤防を越えて強制的に内水を排水する

ためのポンプを有する施設である。 

堤防のかさ上げが行われ、本川水位の上昇が想定される場合には、内水対策の強

化として排水機場の設置、能力増強が必要になる場合があることに留意する。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域の地形や土地利用状況を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-14 排水機場のイメージ 

支川本川

排水機場

堤防
ゲート

支川本川

排水機場

堤防
ゲート

大雨が降って本川の水位が支川の水位より高く
なると、逆流を防ぐためにゲートを閉める 

大雨により支川の流域が浸水してしまうので、排
水ポンプで本川へ水をはき出し、内水被害を防ぐ 

 

排水機場の例（豊平川 雁来排水機場） 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(12)  雨水貯留施設 

 

都市部等における保水機能の維持のために、雨水を貯留させるために設けられる

施設である。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域の土地利用状況等を踏まえて、整備することにより雨水貯留

が見込める可能性がある学校や公園等の設置状況、適切な維持管理の継続性等を勘

案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

幾春別川流域内には、整備することにより雨水貯留が見込める可能性がある学

校・公園が合計約 1.0km2存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-15 雨水貯留施設のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-16 幾春別川流域における学校・公園の状況

札幌市立栄町小学校における貯留時の状況
（平成10年９月16日台風５号 )

洪水時

通常時
雨水貯留施設整備のイメージ

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

幾春別川流域 流域面積（km2）

流域全体 343

対象流域

学校（建物敷地は除く） 0.34

公園 0.66

合計 1.00

幾春別川流域 流域面積（km2）

流域全体 343

対象流域

学校（建物敷地は除く） 0.34

公園 0.66

合計 1.00
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(13)  雨水浸透施設 

 

都市部等における保水機能の維持のために、雨水を浸透させるために設けられる

施設である。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域の土地利用状況等を踏まえて、雨水浸透ますの設置の可能性、

適切な維持管理の継続性等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

幾春別川流域内には、約 7.3km2の市街地が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-17 雨水浸透施設のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-18 幾春別川流域における土地利用状況とその割合 

 

※降雨時に、浸透ます等で雨水を受け、地盤に浸透させる。

資料：国土交通省・河川局HP

雨水浸透トレンチ 雨水浸透ます

透水性舗装の整備事例 透水性ブロック舗装の整備事例

 

資料：国土数値情報（Ｈ18土地利用メッシュ）より作成 

岩見沢市街地 

三笠市街地 

 

山林
78%

市街地
2%

河川、湖沼
2%

水田
5%

農地等
（水田除く）

13%

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(14)  遊水機能を有する土地の保全 

 

河道に隣接し、洪水時に河川水があふれるか又は逆流して洪水の一部を貯留し、

自然に洪水を調節する作用を有する池、沼沢、低湿地等である。現況を保全するこ

とによって、遊水機能を保持することが可能となる。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域における遊水機能を有する土地の存在状況、土地利用状況等

を踏まえて、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-19 遊水機能を有する土地の事例 

 

 

 

三三笠笠市市付付近近にに残残るる旧旧川川  
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(15)  部分的に低い堤防の存置 

 

下流のはん濫防止等のために、通常の堤防よりも部分的に高さを低くしておく堤

防であり、「洗堤」、「野越し」と呼ばれる場合がある。現況を保全することによっ

て、遊水機能を保持することが可能となる。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域における部分的に高さを低くしている堤防の存在状況、土地

利用状況等を踏まえて、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-20 部分的に低い堤防の存置のイメージ 

 

部分的に低い堤防部分的に低い堤防 部分的に低い堤防
より氾濫
部分的に低い堤防
より氾濫

洪水前 洪水後
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(16)  霞堤の存置 

 

急流河川において比較的多い不連続堤である。上流部の堤防の決壊等によるはん

濫流を河道に戻す、洪水の一部を一時的に貯留するなどといった機能がある。現況

を保全することによって、遊水機能を保持することが可能となる。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域における霞堤の存在状況、土地利用状況等を踏まえて、治水

対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-21 霞堤の存置のイメージ 

通常時

洪水後

洪水時

洪水時には、堤防
と堤防の間の隙間
から水を溢れさせ、
流れを緩和させる。

氾濫した洪水
が戻る

霞堤の機能

忠別
川

忠別
川

霞堤

忠別
川

忠別
川

霞堤

霞堤の例（忠別川第三頭首工付近）
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(17)  輪中堤 

 

ある築堤の区域を洪水の氾濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤

防である。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行わ

れれば、下流の河道流量が低減する場合がある。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域の土地利用状況、現状の河川堤防の整備状況等を踏まえて、輪中堤

の整備による効果等を勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-22 輪中堤のイメージ 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(18)  二線堤 

 

本堤背後の堤内地に築造される堤防であり、控え堤、二番堤ともいう。なお、他

の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道

流量が低減する場合がある。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域における現状の河川周辺の土地利用状況等を勘案し、治水対策案へ

の適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-23 二線堤のイメージ 

(19)  樹林帯等 

 

堤防の治水上の機能を維持増進し、又は洪水流を緩和するよう、堤内の土地に堤

防に沿って設置された帯状の樹林等である。 

 

（検討の考え方） 

幾春別川流域における現状の河川周辺の土地利用状況等を勘案し、治水対策案へ

の適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-24 樹林帯等のイメージ 

 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

破堤部の拡大抑制

落堀の抑制氾濫流域の抑制

破堤部の拡大抑制

落堀の抑制氾濫流域の抑制

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

洪水が起きる

本堤 田畑 二線堤 家屋の密集する市街地

万一、堤防の
一部が決壊する

二線堤が氾濫を
小さくする
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 
ピロティ建築の事例

宅地のかさ上げのイメージ

(20)  宅地のかさ上げ、ピロティ建築等 

 

盛土して宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を工夫したりすることによって、

浸水被害の抑制等を図る。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併

せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域の土地利用状況を踏まえ、建築基準法による災害危険区域の

設定等の可能性も勘案し、治水対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-25 宅地のかさ上げ、ピロティ建築等のイメージ 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(21)  土地利用規制 

 

浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において、土地利用の規制・誘導によって被

害を抑制する。規制等により土地利用の現況を維持することで、浸水頻度や浸水の

おそれが高い地域への更なる資産の集中を抑制することが可能となる。なお、他の

方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流

量が低減する場合がある。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域の土地利用状況を踏まえ、建築基準法による災害危険区域の

設定や条例等による土地利用の規制・誘導の可能性を勘案し、治水対策案への適用

の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-26 土地利用規制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

■建築基準法抜粋（災害危険区域）

第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、
出水等による危険の著しい区域を災害危険区域
として指定することができる。

2 災害危険区域内における住居の用に供する
建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関す
る制限で災害防止上必要なものは、前項の条例
で定める。
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(22)  水田等の保全 

 

雨水を一時貯留したり、地下に浸透させたりするという水田の機能を保全するこ

とである。なお、治水上の機能を向上させるためには、落水口の改造工事等や治水

機能を継続的に維持し、降雨時に機能させていくための措置が必要となる。 

 

（検討の考え方） 

今後の幾春別川流域の水田保全の方向性を踏まえつつ、畦畔のかさ上げ、落水口

の改造（堰板の交換）等を前提とした水田による保水機能向上の、治水対策案への

適用の可能性について検討する。 

 
 
 
 
 
 

 

 

図 4.2-27 水田等の保全のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-28 幾春別川流域における水田の分布状況 

 

 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

流域面積 水田面積 

343km2 15.7km2 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S51 H9 H18

河川、湖沼

山林

農地等（水田除く）

水田

市街地

資料：国土数値情報(S51・H9・H18 土地利用メッシュ)より作成 

資料：国土交通省 中部地方整備局 HP 
より作成 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(23)  森林の保全 

 

主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるとい

う森林の涵養機能を保全することである。 

 

（検討の考え方） 

森林保全による治水効果の定量化の現状や幾春別川流域における森林の現状を

踏まえて、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 
 
 
 
 
 
 

 

図 4.2-29 森林の保全のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-30 幾春別川流域における森林の分布状況 

 

資料：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

森林は雨水を溜める働きを持っている

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S51 H9 H18

河川、湖沼

山林

農地等（水田除く）

水田

市街地

資料：国土数値情報(S51・H9・H18 土地利用メッシュ)より作成 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(24)  洪水の予測、情報の提供等 

 

洪水時に住民が的確で安全に避難できるように、洪水の予測や情報の提供等を行

い、被害の軽減を図る。 

 

（検討の考え方） 

現状の幾春別川流域における洪水予測、情報提供等の状況、洪水時の警戒避難、

被害軽減対策の状況を踏まえて、治水対策案への適用可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-31 洪水予測、情報の提供等のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-32 河川情報の事例 

 

 

国土交通省 水管理・国土保全局 
「川の防災情報 HP 携帯版」 

国土交通省 水管理・国土保全局 
「川の防災情報 HP」 

洪水ハザードマップ（岩見沢市） 洪水ハザードマップ（三笠市） 

4-35



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

(25)  水害保険等 

 

家屋、家財の資産について、水害に備えるための損害保険である。はん濫した区

域において、個人や個別の土地等の被害軽減を図る対策として、水害の被害額の補

填が可能となる。 

 

（検討の考え方） 

国内外での水害保険の現状、我が国での民間会社が運営・販売する火災保険によ

る風水害による被害補填制度の状況を踏まえて、治水対策案への適用の可能性につ

いて検討する。 
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

表
 4
.2
-1
 
 2
6
方
策
の
幾
春
別
川
流
域
へ
の
適
用
性
に
つ
い
て
(1
) 
 

 

「
ダ
ム
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
に
関
す
る
再
評
価
実

施
要
領
項
目
」
で
示
さ
れ
て
い
る
方
策
 

26
方
策
の
概
要
 

幾
春
別
川
流
域
へ
の
適
用
性
 

０
．
ダ
ム
 

河
川
を
横
過
し
て
流
水
を
貯
留
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

構
造
物
。
ピ
ー
ク
流
量
を
低
減
。
 

・
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
（
新
桂
沢
ダ
ム
、
三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
）
を
含
む
治
水

対
策
案
を
検
討
す
る
。
 

１
．
ダ
ム
の
有
効
活
用
 

既
設
ダ
ム
を
か
さ
上
げ
等
に
よ
り
有
効
活
用
。
ピ
ー
ク
流

量
を
低
減
。
 

・
既
設
の
桂
沢
ダ
ム
に
つ
い
て
、
操
作
ル
ー
ル
の
見
直
し
及
び
か
さ
上
げ
に
よ
る
洪

水
調
節
能
力
の
増
強
を
検
討
す
る
。
 

２
．
遊
水
地
等
 

洪
水
の
一
部
を
貯
留
す
る
施
設
。
ピ
ー
ク
流
量
を
低
減
。
 ・
幾
春
別
川
流
域
で
治
水
効
果
が
期
待
で
き
る
、
三
笠
市
街
地
と
岩
見
沢
市
街
地
の

間
の
平
地
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

・
営
農
が
継
続
可
能
な
地
役
権
方
式
を
検
討
す
る
。
 

３
．
分
水
路
（
放
水
路
）
 

分
水
路
に
よ
り
洪
水
の
一
部
を
分
流
す
る
。
ピ
ー
ク
流
量

を
低
減
。
 

・
幾
春
別
川
流
域
で
治
水
効
果
が
期
待
で
き
る
、
岩
見
沢
市
街
地
上
流
か
ら
下
流
に

か
け
て
、
市
街
地
を
避
け
る
ル
ー
ト
に
て
検
討
す
る
。
 

４
．
河
道
の
掘
削
 

低
水
路
拡
幅
に
よ
り
河
川
の
断
面
積
を
拡
大
す
る
。
流
下

能
力
を
向
上
。
 

・
流
下
能
力
不
足
箇
所
に
お
い
て
河
道
の
掘
削
を
検
討
す
る
。
 

５
．
引
堤
 

堤
防
を
居
住
地
側
に
移
設
し
、
河
川
の
断
面
積
を
拡
大
す

る
。
流
下
能
力
を
向
上
。
 

・
流
下
能
力
不
足
箇
所
に
お
い
て
引
堤
を
検
討
す
る
。
 

６
．
堤
防
の
か
さ
上
げ
 

堤
防
の
高
さ
を
上
げ
て
、
河
川
の
断
面
積
を
拡
大
す
る
。
 ・
流
下
能
力
不
足
箇
所
に
お
い
て
堤
防
の
か
さ
上
げ
を
検
討
す
る
。
 

７
．
河
道
内
の
樹
木
の
伐
採
 

河
道
内
に
繁
茂
し
た
樹
木
を
伐
採
。
流
下
能
力
を
向
上
。
 ・
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境
や
河
川
景
観
へ
の
影
響
も
考
慮
し
、
河
道
掘
削
す
る

箇
所
に
樹
木
が
繁
茂
し
て
い
る
場
合
、
伐
採
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
 

８
．
決
壊
し
な
い
堤
防
 

決
壊
し
な
い
堤
防
の
整
備
に
よ
り
避
難
時
間
を
増
加
さ
せ

る
。
 

・
流
下
能
力
が
不
足
す
る
有
堤
区
間
に
お
い
て
施
工
が
必
要
と
な
る
が
、
計
画
高
水

位
以
上
で
も
決
壊
し
な
い
技
術
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
 

９
．
決
壊
し
づ
ら
い
堤
防
 

決
壊
し
づ
ら
い
堤
防
の
整
備
に
よ
り
避
難
時
間
を
増
加
さ

せ
る
。
 

・
流
下
能
力
が
不
足
す
る
有
堤
区
間
に
お
い
て
施
工
が
必
要
と
な
る
が
、
堤
防
が
決

壊
す
る
可
能
性
は
残
る
。
 

・
流
下
能
力
の
確
実
な
向
上
を
見
込
む
こ
と
は
困
難
で
、
今
後
調
査
研
究
が
必
要
と

な
る
。
 

１
０
．
高
規
格
堤
防
 

通
常
の
堤
防
よ
り
居
住
地
側
の
堤
防
幅
を
広
く
し
、
洪
水

時
の
避
難
地
と
し
て
も
利
用
。
 

・
市
街
地
に
お
け
る
大
規
模
な
再
開
発
が
必
要
と
な
り
、
地
域
へ
の
影
響
が
極
め
て

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

河 川 を 中 心 と し た 対 策 

１
１
．
排
水
機
場
 

排
水
機
場
に
よ
り
内
水
対
策
を
行
う
も
の
。
 

・
堤
防
の
か
さ
上
げ
を
行
う
場
合
に
、
必
要
に
応
じ
て
排
水
機
場
の
設
置
、
能
力
増

強
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
。
 

 
今
回
の
検
討
に
お
い
て
採
用
し
た
方
策
 

今
回
の
検
討
に
お
い
て
採
用
し
な
か
っ
た
方
策
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

表
 4
.2
-2
 
 2
6
方
策
の
幾
春
別
川
流
域
へ
の
適
用
性
に
つ
い
て
(2
) 
 

 

「
ダ
ム
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
に
関
す
る
再
評
価
実

施
要
領
項
目
」
で
示
さ
れ
て
い
る
方
策
 

26
方
策
の
概
要
 

幾
春
別
川
流
域
へ
の
適
用
性
 

１
２
．
雨
水
貯
留
施
設
 

雨
水
貯
留
施
設
を
設
置
す
る
。
ピ
ー
ク
流
量
が
低
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。 ・
流
域
の
学
校
、
公
園
に
雨
水
貯
留
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
 

１
３
．
雨
水
浸
透
施
設
 

雨
水
浸
透
施
設
を
設
置
す
る
。
ピ
ー
ク
流
量
が
低
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。 ・
流
域
の
市
街
地
に
雨
水
浸
透
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
 

１
４
．
遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
の
保
全
 

遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
を
保
全
す
る
。
ピ
ー
ク
流
量
が
低
減
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。
 

・
遊
水
機
能
を
有
す
る
箇
所
は
旧
川
1
箇
所
で
面
積
も
小
さ
い
こ
と
か
ら
、

遊
水
機
能
の
向
上
に
よ
る
流
量
低
減
効
果
が
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
い
。
 

・
現
計
画
は
上
記
の
遊
水
機
能
を
有
す
る
箇
所
を
含
む
現
況
の
土
地
利
用
が

前
提
で
あ
る
。
 

１
５
．
部
分
的
に
低
い
堤
防
の
存
置
 

部
分
的
に
低
い
堤
防
を
存
置
す
る
。
ピ
ー
ク
流
量
が
低
減
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
。
 

・
上
流
の
堤
防
未
整
備
区
間
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

１
６
．
霞
堤
の
存
置
 

霞
堤
を
存
置
し
、
洪
水
の
一
部
を
貯
留
す
る
。
ピ
ー
ク
流
量
が
低
減
さ
れ

る
場
合
が
あ
る
。
 

・
流
域
に
霞
堤
が
存
在
し
な
い
。
 

１
７
．
輪
中
堤
 

輪
中
堤
に
よ
り
特
定
の
区
域
を
洪
水
氾
濫
か
ら
防
御
す
る
。
 

・
上
流
の
堤
防
未
整
備
区
間
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

１
８
．
二
線
堤
 

堤
防
の
居
住
地
側
に
堤
防
を
設
置
す
る
。
 

・
幾
春
別
川
流
域
内
に
は
二
線
堤
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
二
線
堤
が
そ
の

効
果
を
発
揮
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
（
暫
定
堤
防
の
区
間
）
で
は
暫
定
堤

と
同
程
度
の
堤
防
を
ほ
ぼ
隣
接
し
た
形
で
新
規
に
整
備
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
上
、
土
地
利
用
規
制
等
に
よ
る
社
会
的
影
響
も
懸
念
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
適
地
が
な
い
。
 

１
９
．
樹
林
帯
等
 

堤
防
の
居
住
地
側
に
樹
林
を
設
置
す
る
。
堤
防
決
壊
時
の
拡
大
抑
制
。
 

・
幾
春
別
川
流
域
内
に
樹
林
帯
は
存
在
し
な
い
。
樹
林
帯
が
そ
の
効
果
を
発

揮
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
付
近
に
家
屋
が
密
集
し
て
お
り
、
樹
林
帯
の
整

備
に
つ
い
て
は
、
家
屋
移
転
等
の
社
会
的
影
響
が
大
き
い
た
め
、
適
地
が

な
い
。
 

２
０
．
宅
地
の
か
さ
上
げ
等
 

宅
地
の
地
盤
高
を
高
く
し
た
り
、
ピ
ロ
テ
ィ
建
築
に
す
る
。
浸
水
被
害
を

軽
減
。
 

・
上
流
の
堤
防
未
整
備
区
間
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

２
１
．
土
地
利
用
規
制
 

災
害
危
険
区
域
等
を
設
定
し
土
地
利
用
を
規
制
す
る
。
資
産
集
中
等
を
抑

制
し
被
害
を
軽
減
。
 

・
上
流
の
堤
防
未
整
備
区
間
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

２
２
．
水
田
等
の
保
全
 

水
田
の
治
水
機
能
を
保
全
す
る
。
 

・
現
計
画
は
水
田
を
含
む
現
況
の
土
地
利
用
が
前
提
で
あ
る
。
 

２
２
．
水
田
等
の
保
全
（
機
能
向
上
）
 

畦
畔
の
か
さ
上
げ
等
に
よ
り
、
水
田
の
治
水
機
能
を
向
上
さ
せ
る
。
 

・
幾
春
別
川
流
域
内
の
水
田
を
対
象
に
畦
畔
の
か
さ
上
げ
に
よ
る
機
能
の
向

上
を
検
討
す
る
。
 

２
３
．
森
林
の
保
全
 

森
林
保
全
に
よ
り
雨
水
浸
透
の
機
能
を
保
全
す
る
。
 

・
現
計
画
は
森
林
を
含
む
現
況
の
土
地
利
用
が
前
提
で
あ
る
。
 

２
４
．
洪
水
の
予
測
、
情
報
の
提
供
等
 

洪
水
の
予
測
・
情
報
提
供
に
よ
り
被
害
の
軽
減
を
図
る
。
 

・
現
計
画
で
も
実
施
し
て
い
る
方
策
で
あ
る
。
 

流 域 を 中 心 と し た 対 策 

２
５
．
水
害
保
険
等
 

水
害
保
険
に
よ
り
被
害
額
の
補
填
が
可
能
。
 

・
現
行
の
制
度
を
活
用
す
る
。
 

・
河
川
整
備
水
準
に
基
づ
く
保
険
料
率
の
設
定
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
土
地
利

用
誘
導
・
建
築
方
式
対
応
等
の
手
法
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

今
回
の
検
討
に
お
い
て
採
用
し
た
方
策
 

流
域
管
理
、
災
害
時
の
被
害
軽
減
の
観
点
か
ら
推
進
を
図
る
方
策
 

今
回
の
検
討
に
お
い
て
採
用
し
な
か
っ
た
方
策
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

4.2.3  複数の治水対策案の立案 
個別方策の幾春別川流域における適用性を踏まえ、以下に示す考え方で複数の治水対策

案を立案した。 

 

【①河川整備計画】：新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダム建設、河道の改修による治水対策案 

【②河道改修を中心とした対策】：河道の掘削・引堤・堤防のかさ上げ・分水路及びその組

み合わせによる治水対策案（案 1～案 6） 

【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】：ダムの有効活用、遊水地等に河道改

修を組み合わせた治水対策案（案 7～案 9） 

【④流域を中心とした対策】：流域を中心とした対策に河道改修を組み合わせた治水対策案

（案 10～案 15） 

 

 

4-39



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

【①河川整備計画】 

0.幾春別川総合開発事業（新桂沢ダム、三笠ぽんべつダム） 

 

【②河道改修を中心とした対策】 

1. 河道掘削 

2. 引堤 

3. 堤防かさ上げ 

4. 引堤（必要高水敷幅確保）＋ 河道掘削 

5. 引堤（必要高水敷幅確保、下流部のみ）＋ 河道掘削 

6. 分水路 ＋ 河道掘削 

 

【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 

7. ダムの有効活用（桂沢ダム操作ルールの見直し）＋ 河道掘削 

8. ダムの有効活用（桂沢ダムかさ上げ（新桂沢ダム））※注 1＋ 河道掘削 

9. 遊水地＋ 河道掘削 

 

【④流域を中心とした対策】 

10. 雨水貯留施設 ＋ 雨水浸透施設 ＋ 河道掘削 

11. 水田等の保全（機能向上）＋ 河道掘削 

12. 雨水貯留施設 ＋ 雨水浸透施設 ＋ 水田等の保全（機能向上）＋ 河道掘削 

13. 堤防未整備区間の存置 ＋ 輪中堤 ＋ 土地利用規制 ＋ 河道掘削 

14. 堤防未整備区間の存置 ＋ 宅地かさ上げ ＋ 土地利用規制 ＋ 河道掘削 

15. 雨水貯留施設 ＋ 雨水浸透施設 ＋ 水田等の保全（機能向上）＋ 堤防未整備区間の存

置 ＋ 輪中堤 ＋ 土地利用規制 ＋ 河道掘削 

 

（注 1）現計画と同様 11.9ｍのかさ上げにより、現計画の新桂沢ダムと同じ治水・利水容

量を確保する場合を想定した案である。 

（注 2）③、④において、洪水流量を低減する方策と組み合わせる河道の対策は、コスト、

実現性の観点で優位と考えられる「河道の掘削」とした。また、②、③、④におい

て石狩川本川の流量が増える場合、石狩川本川での対策は、コスト、実現性の観点

で優位と考えられる「河道の掘削」で対応することとした。 
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

表
 4
.2
-3
 
検
討
主
体
が
立
案
し
た
治
水
対
策
案
一
覧
(1
) 

  

分
水
路
+河
道
掘
削

引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅
確

保
、
下
流
部
の
み
）
+河

道
掘
削

引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅
確

保
）
+河
道
掘
削

堤
防
か
さ
上
げ

引
堤

河
道
掘
削

幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業

（
新
桂
沢
ダ
ム
、
三
笠
ぽ

ん
べ
つ
ダ
ム
）

現
行
計
画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

ダ ム

河 道 改 修 等 ※ １

ダ ム の 有 効 活 用

遊 水 地

分 水 路

河 道 の 掘 削

河 道 内 の 樹 木 の 伐 採

引 堤

堤 防 の か さ 上 げ ※ ２

雨 水 貯 留 施 設

雨 水 浸 透 施 設

部 分 的 に 低 い 堤 防 の

存 置
輪 中 堤

宅 地 の か さ 上 げ

土 地 利 用 規 制

水 田 等 の 保 全

①
河
川
整
備
計
画

0
新
桂
沢
ダ
ム

、
三
笠
ぽ
ん

べ
つ
ダ
ム

河
道

の
掘

削
、

堤
防

の
整

備
等

②
河
道
改
修
を
中
心
と

し
た
対
策

1
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

2
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

引
堤

堤
防
の

整
備

3
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防

か
さ
上
げ

4
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

引
堤
（
必

要
高
水
敷

幅
確
保
）

堤
防
の

整
備

5
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

引
堤
（
必

要
高
水
敷

幅
確
保
、

下
流
部
の

み
）

堤
防
の

整
備

6
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等
分
水
路

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

分
水
路
+河
道
掘
削

引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅
確

保
、
下
流
部
の
み
）
+河

道
掘
削

引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅
確

保
）
+河
道
掘
削

堤
防
か
さ
上
げ

引
堤

河
道
掘
削

幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業

（
新
桂
沢
ダ
ム
、
三
笠
ぽ

ん
べ
つ
ダ
ム
）

現
行
計
画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

ダ ム

河 道 改 修 等 ※ １

ダ ム の 有 効 活 用

遊 水 地

分 水 路

河 道 の 掘 削

河 道 内 の 樹 木 の 伐 採

引 堤

堤 防 の か さ 上 げ ※ ２

雨 水 貯 留 施 設

雨 水 浸 透 施 設

部 分 的 に 低 い 堤 防 の

存 置
輪 中 堤

宅 地 の か さ 上 げ

土 地 利 用 規 制

水 田 等 の 保 全

①
河
川
整
備
計
画

0
新
桂
沢
ダ
ム

、
三
笠
ぽ
ん

べ
つ
ダ
ム

河
道

の
掘

削
、

堤
防

の
整

備
等

②
河
道
改
修
を
中
心
と

し
た
対
策

1
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

2
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

引
堤

堤
防
の

整
備

3
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防

か
さ
上
げ

4
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

引
堤
（
必

要
高
水
敷

幅
確
保
）

堤
防
の

整
備

5
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

引
堤
（
必

要
高
水
敷

幅
確
保
、

下
流
部
の

み
）

堤
防
の

整
備

6
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等
分
水
路

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

※
１
 
「
河
道
の
掘
削
」、
「
堤
防
の
整
備
」、
「
河
道
内
の
樹
木
の
伐
採
」
は
、
現
在
の
河
川
整
備
計
画
の
方
策
で
、
基
本
的
に
全
て
の
治
水
対
策
案
に
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
 

※
２
 
幾
春
別
川
上
流
の
堤
防
未
整
備
区
間
に
お
い
て
河
川
水
位
が
堤
内
地
盤
高
を
超
え
る
区
間
に
つ
い
て
は
「
堤
防
の
整
備
」
を
行
う
。
 

※
３
 
「
遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
の
保
全
」、
「
水
田
等
の
保
全
（
現
況
）」
、「
森
林
の
保
全
」、
「
洪
水
の
予
測
・
情
報
の
提
供
等
」、
「
水
害
保
険
等
」
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
対
策
案
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

と
し
て
い
る
た
め
、
表
示
し
て
い
な
い
。
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

表
 4
.2
-4
 
検
討
主
体
が
立
案
し
た
治
水
対
策
案
一
覧
(2
) 

 

遊
水
地
+河
道
掘
削

ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂
沢

ダ
ム
か
さ
上
げ
（
新
桂
沢

ダ
ム
）
）
+河
道
掘
削

ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂
沢

ダ
ム
操
作
ル
ー
ル
見
直
し

）
+河
道
掘
削

現
行
計
画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

ダ ム

河 道 改 修 等 ※ １

ダ ム の 有 効 活 用

遊 水 地

分 水 路

河 道 の 掘 削

河 道 内 の 樹 木 の 伐 採

引 堤

堤 防 の か さ 上 げ ※ ２

雨 水 貯 留 施 設

雨 水 浸 透 施 設

部 分 的 に 低 い 堤 防 の

存 置
輪 中 堤

宅 地 の か さ 上 げ

土 地 利 用 規 制

水 田 等 の 保 全

③
洪
水
調
節
施
設
に
よ

り
洪
水
流
量
を
低
減
さ

せ
る
対
策

7
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

桂
沢
ダ
ム

操
作
ル
ー

ル
の
見
直

し

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

8
新

桂
沢

ダ
ム

河
道

の
掘

削
、

堤
防

の
整

備
等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

9
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等
遊
水
地

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

遊
水
地
+河
道
掘
削

ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂
沢

ダ
ム
か
さ
上
げ
（
新
桂
沢

ダ
ム
）
）
+河
道
掘
削

ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂
沢

ダ
ム
操
作
ル
ー
ル
見
直
し

）
+河
道
掘
削

現
行
計
画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

ダ ム

河 道 改 修 等 ※ １

ダ ム の 有 効 活 用

遊 水 地

分 水 路

河 道 の 掘 削

河 道 内 の 樹 木 の 伐 採

引 堤

堤 防 の か さ 上 げ ※ ２

雨 水 貯 留 施 設

雨 水 浸 透 施 設

部 分 的 に 低 い 堤 防 の

存 置
輪 中 堤

宅 地 の か さ 上 げ

土 地 利 用 規 制

水 田 等 の 保 全

③
洪
水
調
節
施
設
に
よ

り
洪
水
流
量
を
低
減
さ

せ
る
対
策

7
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等

桂
沢
ダ
ム

操
作
ル
ー

ル
の
見
直

し

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

8
新

桂
沢

ダ
ム

河
道

の
掘

削
、

堤
防

の
整

備
等

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

9
河

道
の

掘
削

、
堤

防
の

整
備

等
遊
水
地

河
道
の

掘
削

河
道
内
の

樹
木
伐
採

堤
防
の

整
備

※
１
 
「
河
道
の
掘
削
」、
「
堤
防
の
整
備
」、
「
河
道
内
の
樹
木
の
伐
採
」
は
、
現
在
の
河
川
整
備
計
画
の
方
策
で
、
基
本
的
に
全
て
の
治
水
対
策
案
に
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
 

※
２
 
幾
春
別
川
上
流
の
堤
防
未
整
備
区
間
に
お
い
て
河
川
水
位
が
堤
内
地
盤
高
を
超
え
る
区
間
に
つ
い
て
は
「
堤
防
の
整
備
」
を
行
う
。
 

※
３
 
「
遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
の
保
全
」、
「
水
田
等
の
保
全
（
現
況
）」
、「
森
林
の
保
全
」、
「
洪
水
の
予
測
・
情
報
の
提
供
等
」、
「
水
害
保
険
等
」
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
対
策
案
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

と
し
て
い
る
た
め
、
表
示
し
て
い
な
い
。
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

表
 4
.2
-5
 
検
討
主
体
が
立
案
し
た
治
水
対
策
案
一
覧
(3
) 

   

雨
水
貯
留
施
設
+雨
水
浸
透

施
設
+水
田
等
の
保
全
(機

能
向
上
)+
堤
防
未
整
備
区

間
の
存
置
+輪
中
堤
+土
地

利
用
規
制
+河
道
掘
削

堤
防
未
整
備
区
間
の
存
置
+

宅
地
の
か
さ
上
げ
+土
地
利

用
規
制
+河
道
掘
削

堤
防
未
整
備
区
間
の
存
置
+
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※
１
 
「
河
道
の
掘
削
」、
「
堤
防
の
整
備
」、
「
河
道
内
の
樹
木
の
伐
採
」
は
、
現
在
の
河
川
整
備
計
画
の
方
策
で
、
基
本
的
に
全
て
の
治
水
対
策
案
に
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
 

※
２
 
幾
春
別
川
上
流
の
堤
防
未
整
備
区
間
に
お
い
て
河
川
水
位
が
堤
内
地
盤
高
を
超
え
る
区
間
に
つ
い
て
は
「
堤
防
の
整
備
」
を
行
う
。
 

※
３
 
「
遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
の
保
全
」、
「
水
田
等
の
保
全
（
現
況
）」
、「
森
林
の
保
全
」、
「
洪
水
の
予
測
・
情
報
の
提
供
等
」、
「
水
害
保
険
等
」
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
対
策
案
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

と
し
て
い
る
た
め
、
表
示
し
て
い
な
い
。
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(1)  【①河川整備計画】 

治水対策案-0 幾春別川総合開発事業（新桂沢ダム、三笠ぽんべつダム） 

 
【対策案の概要】 
・新桂沢ダム、三笠ぽんべつダムの建設、河道改修及び河道内樹木の伐採を行う。 
・堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■西川向 ●三笠
700m3/s 600m3/s 400m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
700m3/s 600m3/s 400m3/s

■石狩大橋

三笠ぽんべつダム

幾春別川

新
桂
沢
ダ
ム

〔1,100m3/s〕

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

11
,7
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

■基準地点
●主要な地点
検証中ダム

■基準地点
●主要な地点
検証中ダム

【河川整備計画】 
■ダム 
新桂沢ダム 
三笠ぽんべつダム 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(2)  【②河道改修を中心とした対策】 

治水対策案-1 河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、河道掘削、河道内樹木の伐採及び
堤防整備を行う。 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

【治水対策案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    12 橋 
橋脚保護    5 橋 
堰       2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

幾春別川
桂
沢
ダ
ム

〔1,100m3/s〕

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

11
,8
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調 
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 【河川整備計画】 

■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(3)  【②河道改修を中心とした対策】 

治水対策案-2 引堤 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、全川にわたって引堤を行う。 
・引堤を実施できない箇所（掘込区間、山付き区間）では、河道掘削及び河道内樹
木の伐採を行う。 

・堤防整備及び引堤により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備及び引堤に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

【治水対策案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 50 万 m3 
護岸    約  7km 
河道掘削等 約 40 万 m3 
樋門・樋管    7 箇所 
橋梁改築    22 橋 
堰       1 基 
用地補償  約 380ha 
家屋等補償 2,493 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 
 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(4)  【②河道改修を中心とした対策】 

治水対策案-3 堤防かさ上げ 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、全川にわたって堤防のかさ上げを
行う。 

・堤防のかさ上げにより影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防のかさ上げに伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

概略検討 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

【治水対策案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 360 万 m3 
護岸    約  2km 
樋門・樋管   42 箇所 
橋梁改築    31 橋 
堰       1 基 
用地補償  約  8ha 
家屋等補償  176 戸 
■河道改修（幾春別川支川） 
築堤等   約 70 万 m3 
樋門・樋管    3 箇所 
橋梁改築     3 橋 
用地補償  約  6ha 
家屋等補償   91 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(5)  【②河道改修を中心とした対策】 

治水対策案-4 引堤（必要高水敷幅確保）＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、全川にわたって河道掘削及び河道
内樹木の伐採と合せて堤防防護に必要な高水敷幅を確保するための引堤を行う。 

・引堤を実施できない箇所（掘込区間、山付き区間）及び堤防防護に必要な高水敷
幅を有する箇所では、河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削、堤防整備及び引堤により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備及び引堤に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

【治水対策案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 80 万 m3 
護岸    約 11km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管   12 箇所 
橋梁改築    18 橋 
橋脚保護    6 橋 
堰        2 基 
用地補償  約 46ha 
家屋等補償   76 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調 
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 【河川整備計画】 

■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(6)  【②河道改修を中心とした対策】 

治水対策案-5 引堤（必要高水敷幅確保、下流部のみ）＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、下流の有堤区間において、河道掘
削及び河道内樹木の伐採と合わせ、堤防防護に必要な高水敷幅を確保するための
引堤を行う。 

・周辺が主に市街地である掘込区間、中流の有堤区間及び上流の無堤区間では、河
道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削、堤防整備及び引堤により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備及び引堤に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【治水対策案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 50 万 m3 
護岸    約 22km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    5 箇所 
橋梁改築    13 橋 
橋脚保護    6 橋 
堰        2 基 
用地補償  約 21ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 
 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 【河川整備計画】 

■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(7)  【②河道改修を中心とした対策】 

治水対策案-6 分水路＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、分水路の建設、河道掘削、河道内
樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・分水路は市街地を避けたルートとし、岩見沢市街地上流から下流にかけて掘り込
み式で設定する。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・分水路の整備に伴う用地補償を行う。 
(注)上記のほか、分水路の整備に伴う既設道路の改築や鉄道橋の改築、用水路の再整備、家屋等の移転費用等を計上する必要
があるが考慮していない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【治水対策案】 
■分水路 
護岸    約 10km 
掘削    約 320 万 m3 
用地補償  約 78ha 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約 20km 
河道掘削等 約 110 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    11 橋 
橋脚保護    5 橋 
堰        1 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,000m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,000m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

幾春別川〔1,100m3/s〕

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

100m3/s

11
,8
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

桂
沢
ダ
ム

■基準地点
●主要な地点
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(8)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 

治水対策案-7 ダムの有効活用（桂沢ダム操作ルールの見直し）＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、桂沢ダムの洪水調節操作ルールの
見直し、河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・[操作ルール見直し] 
  桂沢ダムの洪水調節時の放流量を引き上げ、河川整備計画目標規模の洪水に効
果を発揮できるようにする。 

  一定量放流方式（70m3/s）→ 一定率一定量放流方式（70～200m3/s） 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・桂沢ダムの放流設備、管理設備の整備を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■西川向 ●三笠
900m3/s 800m3/s 600m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
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■石狩大橋
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既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

【治水対策案】 
■ダム 
桂沢ダム（操作ルール見直し） 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約 13km 
河道掘削等 約 30 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築     6 橋 
橋脚保護    2 橋 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 30 万 m3 
 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(9)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 

治水対策案-8 ダムの有効活用（桂沢ダムかさ上げ（新桂沢ダム））＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、桂沢ダムのかさ上げ（新桂沢ダム）、
河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

■西川向 ●三笠
800m3/s 700m3/s 500m3/s

■石狩大橋
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■石狩大橋

幾春別川〔1,100m3/s〕

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

11
,7
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

（
新
桂
沢
ダ
ム
）

桂
沢
ダ
ム
（
か
さ
上
げ
）

■基準地点
●主要な地点
既設ダム
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【治水対策案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約  6km 
河道掘削等 約 10 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築     4 橋 
橋脚保護    2 橋 
用地補償  約  6ha 
家屋等補償   39 戸 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■ダム 
桂沢ダム（かさ上げ）〈新桂
沢ダム〉 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(10)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 

治水対策案-9 遊水地＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、遊水地の建設、河道掘削、河道内
樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・幾春別川の上流部は山間地であり、まとまった平地は中下流部にある。このため
ある程度の貯留量を確保でき、市街地を避けた三笠市街地と岩見沢市街地との間
の平地部に遊水地を建設する。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・遊水地の整備に伴う家屋等の移転及び地役権補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■西川向 ●三笠
1,000m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,000m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム
遊水地

【治水対策案】 
■遊水地 2箇所 
築堤等   約 10 万 m3 
用地補償  約 13ha 
家屋等補償   68 戸 
地役権補償 約 70ha 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約 20km 
河道掘削等 約 110 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    11 橋 
橋脚保護    5 橋 
堰        1 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(11)  【④流域を中心とした対策】 

治水対策案-10 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、雨水貯留施設・雨水浸透施設の設
置、河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・公園や学校（校庭）を対象として雨水貯留施設を新設する。 
・市街地を対象として雨水浸透施設の整備を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【治水対策案】 
■雨水貯留施設 
約 1.0km2を対象 
■雨水浸透施設 
約 7.3km2を対象 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    12 橋 
橋脚保護    5 橋 
堰       2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※流量低減効果量 
・雨水貯留施設・雨水浸透施設：約 5m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(12)  【④流域を中心とした対策】 

治水対策案-11 水田等の保全（機能向上）＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、水田等の保全（機能向上）、河道掘
削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・水田の畦畔のかさ上げ等による水田での貯留機能の向上を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【治水対策案】 
■水田等の保全(機能向上) 
約 15.7km2を対象 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    12 橋 
橋脚保護    5 橋 
堰       2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※流量低減効果量 
・水田等の保全（機能向上）：約 5m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(13)  【④流域を中心とした対策】 

治水対策案-12 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全（機能向上）＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、雨水貯留施設・雨水浸透施設の設
置、水田等の保全（機能向上）、河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・公園や学校（校庭）を対象として雨水貯留施設を新設する。 
・市街地を対象として雨水浸透施設の整備を行う。 
・水田の畦畔のかさ上げ等による水田での貯留機能の向上を図る。 
 
 
 
 【治水対策案】 

■雨水貯留施設 
約 1.0km2を対象 
■雨水浸透施設 
約 7.3km2を対象 
■水田等の保全(機能向上) 
約 15.7km2を対象 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 10 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    12 橋 
橋脚保護    5 橋 
堰       2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   43 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

11
,8
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

桂
沢
ダ
ム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※流量低減効果量 
・雨水貯留施設・雨水浸透施設：約 5m3/s 
・水田等の保全（機能向上）：約 5m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 20 万 m3 
護岸    約  3km 
河道掘削等 約  4 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築    2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 

4-68



4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

                         

図
 4
.2
-4
5 
治
水
対
策
案
-1
2
に
お
け
る
検
討
箇
所
図
 

[基
準
地
点
]

西
川
向
1,
10
0m
3 /
s

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
雨
水
貯
留
施
設
、
雨
水
浸
透
施
設
】
【
水
田
等
の
保
全
(機
能
向
上
)】

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

桂
沢
ダ
ム
（
既
設
）

石
狩
大
橋
：

11
,8
00
m3
/s

幾
春

別
川

石
狩

川
の

掘
削

区
間

石
狩
大
橋
：

11
,8
00
m3
/s

幾
春

別
川

石
狩

川
の

掘
削

区
間

主
な
水
田

主
な
水
田

主
な
雨
水
貯
留

・
浸
透
施
設

主
な
雨
水
貯
留

・
浸
透
施
設

※
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局
HP

【
河
道
の
掘
削
】

河
川
整
備
計
画

治
水
対
策
案

河
道
掘
削

河
道
掘
削

堤
防
整
備

橋
梁
改
築

堰
改
築

凡
例

河
道
掘
削

堤
防
整
備

橋
梁
改
築

堰
改
築

凡
例

4-69



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(14)  【④流域を中心とした対策】 

治水対策案-13 堤防未整備区間の存置＋輪中堤＋土地利用規制＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・上流の堤防未整備区間は存置により氾濫を許容し、土地利用規制を行うとともに
浸水するおそれのある集落に対しては輪中堤を整備する。 

・上流の堤防未整備区間以外については、河川整備計画の河道改修を実施するとと
もに、河道掘削及び河道内樹木の伐採を行う。 

・河道の掘削及び河川水位により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・輪中堤の整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【治水対策案】 
■輪中堤 
築堤等   約 30 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
用地補償  約 22ha 
家屋等補償   31 戸 
■河道改修（幾春別川） 
護岸    約 27km 
河道掘削等 約 110 万 m3 
橋梁改築    17 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        2 基 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※流量低減効果量 
・堤防未整備区間の存置：約 20m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約  2 万 m3 
護岸    約  1km 
河道掘削等 約  3 万 m3 
樋門・樋管    1 箇所 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(15)  【④流域を中心とした対策】 

治水対策案-14 堤防未整備区間の存置＋宅地かさ上げ＋土地利用規制＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・上流の堤防未整備区間は存置により氾濫を許容し、土地利用規制を行うとともに、
浸水するおそれのある集落に対しては宅地のかさ上げを行う。 

・上流の堤防未整備区間以外については、河川整備計画の河道改修を実施するとと
もに、河道掘削及び河道内樹木の伐採を行う。 

・河道の掘削及び河川水位により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【治水対策案】 
■宅地かさ上げ 
宅地かさ上げ  770 戸 
■河道改修（幾春別川） 
護岸      約 22km 
河道掘削等   約 110 万 m3 
橋梁改築     17 橋 
橋脚保護     2 橋 
堰          2 基 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※流量低減効果量 
・堤防未整備区間の存置：約 20m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
護岸    約  1km 
河道掘削等 約  3 万 m3 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(16)  【④流域を中心とした対策】 

治水対策案-15 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全（機能向上）＋堤防未整備区間 

の存置＋輪中堤＋土地利用規制＋河道掘削 

 
【対策案の概要】 
・上流の堤防未整備区間は存置により氾濫を許容し、土地利用規制を行うとともに、
浸水するおそれのある集落に対しては輪中堤を整備する。 

・上流の堤防未整備区間以外については、河川整備計画の河道改修を実施するとと
もに、雨水貯留施設・雨水浸透施設の設置、水田等の保全（機能向上）、河道掘削
及び河道内樹木の伐採を行う。 

・河道の掘削及び河川水位により影響がある橋梁等の構造物は改築等を行う。 
・公園や学校（校庭）を対象として雨水貯留施設を新設する。 
・市街地を対象として雨水浸透施設の整備を行う。 
・水田の畦畔のかさ上げ等による水田での貯留機能の向上を図る。 
・輪中堤の整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 

 
 
 
 

【治水対策案】 
■雨水貯留施設 
約 1.0km2を対象 
■雨水浸透施設 
約 7.3km2を対象 
■水田等の保全(機能向上) 
約 15.7km2を対象 
■輪中堤 
築堤等   約 30 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
用地補償  約 22ha 
家屋等補償 約 31 戸 
■河道改修（幾春別川） 
護岸    約 27km 
河道掘削等 約 110 万 m3 
橋梁改築    17 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        2 基 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 70 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

幾春別川〔1,100m3/s〕

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

11
,8
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

桂
沢
ダ
ム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※流量低減効果量 
・雨水貯留施設・雨水浸透施設：約 5m3/s 
・水田等の保全（機能向上）：約 5m3/s 
・堤防未整備区間の存置：約 20m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 22 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約  2 万 m3 
護岸    約  1km 
河道掘削等 約  3 万 m3 
樋門・樋管    1 箇所 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 

概略検討 
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図
 4
.2
-4
8 
治
水
対
策
案
-1
5
に
お
け
る
検
討
箇
所
図
 

[基
準
地
点
]

西
川
向
1,
10
0m
3 /
s

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

【
雨
水
貯
留
施
設
、
雨
水
浸
透
施
設
】

【
輪
中
堤
】

部
分
的
に

低
い
堤
防

部
分
的
に
低
い

堤
防
よ
り
氾
濫

洪
水
前

洪
水
後

【
堤
防
未
整
備
箇
所
存
置
】

主
な
雨
水
貯
留
・

浸
透
施
設

主
な
雨
水
貯
留
・

浸
透
施
設

※
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局
HP

※
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局
HP

桂
沢
ダ
ム
（
既
設
）

【
水
田
等
の
保
全
(機
能
向
上
)】

石
狩
大
橋
：

11
,8
00
m3
/s

幾
春

別
川

石
狩

川
の

掘
削

区
間

石
狩
大
橋
：

11
,8
00
m3
/s

幾
春

別
川

石
狩

川
の

掘
削

区
間

輪
中
堤
､土
地
利
用
規
制

輪
中
堤
､土
地
利
用
規
制

主
な
水
田

主
な
水
田

【
河
道
の
掘
削
】

河
川
整
備
計
画

治
水
対
策
案

河
道
掘
削

【
河
道
の
掘
削
】

河
川
整
備
計
画

治
水
対
策
案

河
道
掘
削

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

河
道
掘
削

堤
防
整
備

輪
中
堤凡

例
橋
梁
改
築

堰
改
築

河
道
掘
削

堤
防
整
備

輪
中
堤凡

例
橋
梁
改
築

堰
改
築
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

4.2.4  概略評価 
4.2.3 で立案した複数の治水対策案について、検討主体で概略評価（案）を作成し、こ

の概略評価（案）に対して幾春別川総合開発事業の関係地方公共団体からなる検討の場の

構成員から意見を聴くとともにパブリックコメントにより意見を募集した。そして、関係

者等の意見を踏まえ概略評価を再整理した。 

 

4.2.4.1  概略評価（案）の作成 

4.2.3 で立案した複数の治水対策案をグループに分類し、各グループからコスト等の観

点から有利な案を 1～3案抽出する概略評価（案）を作成した。 
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表
 4
.2
-6
 
治
水
対
策
案
の
概
略
評
価
（
案
）
(1
) 

分
類

 
N o
 

治
水

対
策

案
 

完
成

ま
で

に
 

要
す

る
費

用
 

（
概

 
算

）
 

実
施

に
あ

た
っ

て
の

留
意

事
項

 
抽

出

（
案

）
棄

却
理

由
 

 
【
①

河
川

整
備

 

 
計

画
】
 

0 
幾
春
別
川
総
合
開
発

事
業
（
新
桂
沢
ダ
ム
、

三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
) 

約
40
0
億
円

・
ダ
ム
建
設
に
伴
う
民
有
地
の
買
収
及
び
家
屋
移

転
は
完
了
し
て
い
る
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。
 

○
 

 

1 
河
道
掘
削

 
約
60
0
億
円

・
河
道
掘
削
は
、
河
道
内
の
対
策
が
中
心
で
あ
り
、

沿
川
の
土
地
利
用
へ
の
影
響
が
比
較
的
小
さ

い
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。
 

○
 

 

2 
引
堤

 
約
2,
30
0
億
円

・
引
堤
に
か
か
る
地
域
の
合
意
形
成
や
補
償
等
が

必
要
。

 
－

 
・
河
道
改
修
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
治
水
対

策
１
、
５
案
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。

 

3 
堤
防
か
さ
上
げ

 
約
1,
00
0
億
円

・
堤
防
か
さ
上
げ
は
、
万
一
破
堤
し
た
際
の
被
害

が
大
き
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
地
域
と
の

合
意
形
成
が
必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。
 

－
 
・
河
道
改
修
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
治
水
対

策
１
、
５
案
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。

 

4 
引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅

確
保
）
＋
河
道
掘
削

 
約
60
0
億
円

・
引
堤
に
か
か
る
地
域
の
合
意
形
成
や
補
償
等
が

必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。
 

－
 

・
河
道
改
修
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
治
水
対

策
１
、
５
案
と
コ
ス
ト
が
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
が
、

引
堤
延
長
が
長
く
社
会
的
影
響
が
よ
り
大
き

い
。

 

5 
引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅

確
保
、
下
流
部
の
み
）

＋
河
道
掘
削

 

約
60
0
億
円

・
幾
春
別
川
下
流
部
に
お
い
て
引
堤
に
か
か
る
地

域
の
合
意
形
成
や
補
償
等
が
必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。
 

○
 

 

 
【
②

河
道

改
修

 

 
を

中
心

と
し

た
 

 
対

策
】
 

6 
分
水
路
＋
河
道
掘
削

 
約
70
0
億
円

・
分
水
路
に
か
か
る
地
域
の
合
意
形
成
や
補
償
等

が
必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。
 

－
 
・
河
道
改
修
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
治
水
対

策
１
、
５
案
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。

 

（
注
1）
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。

4-77



4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

表
 4
.2
-7
 
治
水
対
策
案
の
概
略
評
価
（
案
）
(2
) 

分
類

 
N o
 

治
水

対
策

案
 

完
成

ま
で

に
 

要
す

る
費

用
 

（
概

 
算

）
 

実
施

に
あ

た
っ

て
の

留
意

事
項

 
抽

出

（
案

）
棄

却
理

由
 

7 

ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂

沢
ダ
ム
操
作
ル
ー
ル

の
見
直
し
）
＋
河
道
掘

削
 

約
40
0
億
円

・
河
道
掘
削
は
、
河
道
内
の
対
策
が
中
心
で
あ
り
、

沿
川
の
土
地
利
用
へ
の
影
響
が
比
較
的
小
さ

い
。
 

・
桂
沢
ダ
ム
の
操
作
ル
ー
ル
見
直
し
に
か
か
る
地

域
の
合
意
形
成
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。

 

○
 

 

8 

ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂

沢
ダ
ム
か
さ
上
げ
（
新

桂
沢
ダ
ム
））
＋
河
道

掘
削

 

約
40
0
億
円
（
注
2）

・
ダ
ム
建
設
に
伴
う
民
有
地
の
買
収
及
び
家
屋
移

転
は
完
了
し
て
い
る
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。

 

○
 

 

【
③
洪
水
調
節

施
設
に
よ
り
洪

水
流
量
を
低
減

さ
せ
る
対
策
】

 

9 
遊
水
地
＋
河
道
掘
削

 
約
60
0
億
円

・
遊
水
地
に
か
か
る
地
域
の
合
意
形
成
や
補
償
等

が
必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。

 

○
 

 

10
 

雨
水
貯
留
施
設
＋
雨

水
浸
透
施
設
＋
河
道

掘
削

 

約
70
0
億
円

・
雨
水
貯
留
・
浸
透
対
策
に
は
施
設
管
理
者
等
と

の
調
整
が
必
要
で
あ
り
、
地
域
の
合
意
形
成
が

必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。

 

－
 
・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対
策

案
１
１
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。

 

【
④
流
域
を
中

心
と
し
た
対

策
】

 

11
 
水
田
等
の
保
全
（
機
能

向
上
）
＋
河
道
掘
削

 
約
60
0
億
円

・
水
田
等
の
保
全
に
よ
る
効
果
を
確
実
に
見
込
む

た
め
に
は
、
水
田
へ
の
貯
留
に
よ
り
農
作
物
に

被
害
が
生
じ
た
場
合
の
補
償
の
あ
り
方
、
制
度

面
で
の
検
討
が
必
要
。
 

・
実
施
主
体
と
な
る
関
係
機
関
、
関
係
者
の
理
解
・

協
力
を
得
た
上
で
施
設
管
理
者
と
の
協
定
等
が

必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有
地

の
買
収
等
が
必
要
。

 

○
 

 

（
注
1）
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。
 

（
注
2）
新
桂
沢
ダ
ム
に
係
る
費
用
の
洪
水
調
節
分
に
つ
い
て
は
、
利
水
容
量
に
変
更
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
利
水
分
を
現
計
画
と
同
額
と
し
て
算
定
し
た
。
利
水
参
画
者
と
の
調
整
に
よ
り
変
更
は
あ
り
得
る
。
 

4-78



4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

表
 4
.2
-8
 
治
水
対
策
案
の
概
略
評
価
（
案
）
(3
) 

分
類

 
N o
 

治
水

対
策

案
 

完
成

ま
で

に
 

要
す

る
費

用
 

（
概

 
算

）
 

実
施

に
あ

た
っ

て
の

留
意

事
項

 
抽

出

（
案

）
棄

却
理

由
 

12
 

雨
水
貯
留
施
設
＋
雨

水
浸
透
施
設
＋
水
田

等
の
保
全
（
機
能
向

上
）
＋
河
道
掘
削

 

約
70
0
億
円

・
雨
水
貯
留
・
浸
透
対
策
に
は
施
設
管
理
者
等

と
の
調
整
が
必
要
で
あ
り
、地
域
の
合
意
形
成

が
必
要
。
 

・
水
田
等
の
保
全
に
よ
る
効
果
を
確
実
に
見
込

む
た
め
に
は
、水
田
へ
の
貯
留
に
よ
り
農
作
物

に
被
害
が
生
じ
た
場
合
の
補
償
の
あ
り
方
等
、

制
度
面
で
の
検
討
が
必
要
。
 

・
実
施
主
体
と
な
る
関
係
機
関
、
関
係
者
の
理

解
・
協
力
を
得
た
上
で
、
施
設
管
理
者
と
の
協

定
等
が
必
要
。
 

・
幾
春
別
川
上
流
部
の
堤
防
整
備
に
伴
う
民
有

地
の
買
収
等
が
必
要
。

 

－
 
・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対

策
案
１
１
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。

 

13
 

堤
防
未
整
備
区
間
の

存
置
＋
輪
中
堤
＋
土

地
利
用
規
制
＋
河
道

掘
削

 

約
70
0
億
円

・
土
地
利
用
に
か
か
る
調
整
が
必
要
で
あ
り
地

域
の
合
意
形
成
が
必
要
。
 

・
輪
中
堤
の
整
備
に
伴
う
民
有
地
等
の
買
収
が

必
要
。

 

－
 
・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対

策
案
１
１
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。

 

14
 

堤
防
未
整
備
区
間
の

存
置
＋
宅
地
か
さ
上

げ
＋
土
地
利
用
規
制

＋
河
道
掘
削

 

約
1,
00
0
億
円
・
土
地
利
用
に
か
か
る
調
整
が
必
要
で
あ
り
地

域
の
合
意
形
成
が
必
要
。

 
－

 
・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対

策
１
１
案
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。

 

【
④
流
域
を
中

心
と
し
た
対

策
】
 

15
 

雨
水
貯
留
施
設
＋
雨

水
浸
透
施
設
＋
水
田

等
の
保
全
（
機
能
向

上
）＋
堤
防
未
整
備
区

間
の
存
置
＋
輪
中
堤

＋
土
地
利
用
規
制
＋

河
道
掘
削

 

約
80
0
億
円
・
案
12
及
び
案
13
と
同
様
。

 
－

 

・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対

策
１
１
案
に
比
べ
コ
ス
ト
が
高
い
。
 

・
農
作
物
に
被
害
が
出
た
場
合
の
補
償
の
あ
り

方
や
制
度
面
で
課
題
が
あ
る
。

 

（
注
1）
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

4.2.4.2  関係者等の意見 

(1)  構成員の意見 

第 1回から第 3回検討の場において、構成員から4.2.4.1 の概略評価で棄却した治

水対策案を支持する意見はなかった。 

 
(2)  パブリックコメント 

4.2.4.1 で概略評価した治水対策案について、パブリックコメントを行ったが、

4.2.4.1 の概略評価で棄却した治水対策案を支持する意見はなかった。また、新たな

治水対策案の提案はなかった。 

 
4.2.4.3  関係者等の意見を踏まえた概略評価 

4.2.4.2 の関係者等の意見を踏まえつつ、概略評価について再整理した結果を表 

4.2-9に示す。 
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
 

表
 4
.2
-9
 
関
係
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
た
概
略
評
価
に
よ
る
治
水
対
策
案
の
抽
出
の
整
理
 

        

               

分
類

No
治
水
対
策
案
（
実
施
内
容
※
１
）

概
略
評
価
（
案
）
に
よ
る
抽
出

完
成
ま
で
に

要
す
る
費
用

(概
算
)※
２

前
回
の

抽
出

（
案
）

抽
出

不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
評
価
軸
と
そ
の
理
由

①
河
川
整
備
計
画

0
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業

（
新
桂
沢
ダ
ム
、
三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
）

約
40
0億
円

②
河
道
改
修
を
中
心
と

し
た
対
策

1
河
道
掘
削

約
60
0億
円

○
○

2
引
堤

約
2,
30
0億
円

・
コ
ス
ト

・
河
道
改
修
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
治
水
対
策
案
１
、
５
に
比
べ

コ
ス
ト
が
高
い
。

3
堤
防
か
さ
上
げ

約
1,
00
0億
円

・
コ
ス
ト

・
河
道
改
修
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
治
水
対
策
案
１
、
５
に
比
べ

コ
ス
ト
が
高
い
。

4
引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅
確
保
）
＋
河
道
掘
削

約
60
0億
円

・
実
現
性

・
引
堤
の
た
め
に
新
た
な
用
地
（
用
地
補
償
約
61
ha
、
家
屋
移
転
90
戸

）
が
必
要
と
な
る
な
ど
、
同
様
に
河
道
の
掘
削
等
で
流
下
能
力
を
向
上

さ
せ
る
対
策
案
で
あ
る
治
水
対
策
案
１
，
５
に
比
べ
地
域
へ
の
影
響
が

大
き
い
た
め
、
関
係
者
の
理
解
や
地
域
の
合
意
形
成
を
得
る
の
に
相
当

の
時
間
を
要
す
る
。

5
引
堤
（
必
要
高
水
敷
幅
確
保
、
下
流
部
の
み
）
＋
河
道
掘
削

約
60
0億
円

○
○

6
分
水
路
＋
河
道
掘
削

約
70
0億
円

・
コ
ス
ト

・
河
道
改
修
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
治
水
対
策
案
１
、
５
に
比
べ

コ
ス
ト
が
高
い
。

③
洪
水
調
節
施
設
に
よ

り
洪
水
流
量
を
低
減
さ

せ
る
対
策

7
ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂
沢
ダ
ム
操
作
ル
ー
ル
見
直
し
）
＋
河
道
掘
削

約
40
0億
円

○
○

8
ダ
ム
の
有
効
活
用
（
桂
沢
ダ
ム
か
さ
上
げ
（
新
桂
沢
ダ
ム
）
）
＋
河

道
掘
削

約
40
0億
円
※
3

○
○

9
遊
水
地
＋
河
道
掘
削

約
60
0億
円

○
○

④
流
域
を
中
心
と
し
た

対
策

10
雨
水
貯
留
施
設
＋
雨
水
浸
透
施
設
＋
河
道
掘
削

約
70
0億
円

・
コ
ス
ト

・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対
策
案
１
１
に
比
べ
コ
ス

ト
が
高
い
。

11
水
田
等
の
保
全
（
機
能
向
上
）
＋
河
道
掘
削

約
60
0億
円

○
○

12
雨
水
貯
留
施
設
＋
雨
水
浸
透
施
設

＋
水
田
等
の
保
全
（
機
能
向
上
）
＋
河
道
掘
削

約
70
0億
円

・
コ
ス
ト

・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対
策
案
１
１
に
比
べ
コ
ス

ト
が
高
い
。

13
堤
防
未
整
備
区
間
の
存
置
＋
輪
中
堤
＋
土
地
利
用
規
制

＋
河
道
掘
削

約
70
0億
円

・
コ
ス
ト

・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対
策
案
１
１
に
比
べ
コ
ス

ト
が
高
い
。

14
堤
防
未
整
備
区
間
の
存
置
＋
宅
地
か
さ
上
げ
＋
土
地
利
用
規
制

＋
河
道
掘
削

約
1,
00
0億
円

・
コ
ス
ト

・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対
策
案
１
１
に
比
べ
コ
ス

ト
が
高
い
。

15
雨
水
貯
留
施
設
＋
雨
水
浸
透
施
設
＋
水
田
等
の
保
全
(機
能
向
上
)

＋
堤
防
未
整
備
区
間
の
存
置
＋
輪
中
堤
＋
土
地
利
用
規
制

＋
河
道
掘
削

約
80
0億
円

・
コ
ス
ト

・
流
域
を
中
心
と
し
た
対
策
の
中
で
、
治
水
対
策
案
１
１
に
比
べ
コ
ス

ト
が
高
い
。

※
１
 
実
施
内
容
は
、
上
記
の
ほ
か
、
基
本
的
に
現
在
の
河
川
整
備
計
画
で
実
施
す
る
河
道
の
掘
削
、
河
道
内
の
樹
木
の
伐
採
、
堤
防
の
整
備
等
を
含
む
。
 

※
２
 
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。
 

※
３
 
新
桂
沢
ダ
ム
に
係
る
費
用
の
洪
水
調
節
分
に
つ
い
て
は
、
利
水
容
量
に
変
更
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
利
水
分
を
現
計
画
と
同
額
と
し
て
算
定
し
た
。
利
水
参
画
者
と
の
調
整
に
よ
り
変
更
は
あ
り
得
る
。
 

※
４
 
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
が
新
桂
沢
ダ
ム
、
三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
の
2ダ
ム
を
建
設
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
１
ダ
ム
に
よ
る
治
水
対
策
案
と
し
て
、
三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
の
建
設
、

河
道
掘
削
、
河
道
内
樹
木
の
伐
採
及
び
堤
防
整
備
を
行
う
治
水
対
策
案
の
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
を
合
わ
せ
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
約
60
0億
円
で
あ
り
、
新
桂
沢
ダ
ム
１
ダ
ム
に
よ
る
治
水
対
策
案
No
.8
に
比
べ
コ

ス
ト
が
高
い
た
め
、
抽
出
す
る
治
水
対
策
案
と
し
て
は
不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

4.2.4.4  概略評価による治水対策案の抽出結果 

概略評価で抽出する治水対策案は下記の 7案とする。 

 

表 4.2-10 治水対策案抽出 7案 

 

概略評価（案）で抽出する治水対策案 
分類 No 

案の名称 実施内容※1 

①河川整備計画 0 現計画案 
幾春別川総合開発事業 
(新桂沢ダム、三笠ぽんべつダム) 

1 河道掘削案 河道掘削 
②河道改修を中心
とした対策 5 引堤・河道掘削案 

引堤(必要高水敷幅確保、下流部のみ) 
＋河道掘削 

7 ダム操作ルール見直し案 
ダムの有効活用(桂沢ダム操作ルール見
直し)＋河道掘削 

8 新桂沢ダム１ダム案 
ダムの有効活用(桂沢ダムかさ上げ(新
桂沢ダム))＋河道掘削 

③洪水調節施設に
より洪水流量を低
減させる対策 

9 遊水地案 遊水地＋河道掘削 

④流域を中心とし
た対策 

11 水田等の保全案 水田等の保全(機能向上)＋河道掘削 

 

 

 

 

※１ 実施内容は、上記のほか、基本的に現在の河川整備計画で実施する河道の掘削、堤防の整備、河道内樹木の伐採
等を含む。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

4.2.5  評価軸ごとの評価 
概略評価により抽出された治水対策案について「検証要領細目」に示されている 7 つの

評価軸について評価を行った。 

以下に評価軸ごとの評価を行った対策案の概要を示す。なお、これらの対策案の完成ま

でに要する費用等については、評価軸ごとの評価を行うにあたり、詳細に検討を行った結

果を示している。 

その結果を表 4.2-11～表 4.2-20に示す。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(1)  【①河川整備計画】 現計画案 

 
【対策案の概要】 
・新桂沢ダム、三笠ぽんべつダムの建設、河道改修及び河道内樹木の伐採を行う。 
・堤防整備により影響がある橋梁及び水管橋について改築を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

【現計画案】 
■ダム 
新桂沢ダム 
三笠ぽんべつダム 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
700m3/s 600m3/s 400m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
700m3/s 600m3/s 400m3/s

■石狩大橋

三笠ぽんべつダム

幾春別川

新
桂
沢
ダ
ム

〔1,100m3/s〕

市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

11
,7
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

■基準地点
●主要な地点
検証中ダム

■基準地点
●主要な地点
検証中ダム

※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 
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図
 4
.2
-4
9 
現
計
画
案
に
お
け
る
検
討
箇
所
図
 

ダ
ム
（
新
桂
沢
ダ
ム
）

ダ
ム
(三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
)

[基
準
地
点
]

西
川
向
70
0m
3 /
s

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
堤
防
の
整
備
】

計
画
高
水
位

完
成
堤
防

現
地
盤

平
水
位

【
新
桂
沢
ダ
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洪
水
調
節

洪
水
調
節
(( 新
規

新
規
))

26
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00

26
,6
00
,0
00

,0
00
ｍｍ
33

新 桂 沢 ダ ム

11
.9
m

か
さ
上
げ

ダ
ム
高

63
.6
m

新
規
開
発
分

54
,6
00
,0
00
ｍ
3

現
ダ
ム
分

92
,7
00
,0
00
ｍ
3

桂 沢 ダ ム

洪
水
調
節
容
量

洪
水
調
節
容
量
(( 現
ダ
ム

現
ダ
ム
) ) 
10
,4
00

10
,4
00
,0
00
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ｍｍ
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か
ん
が
い

か
ん
が
い
(( 現
ダ
ム

現
ダ
ム
))
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65
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00
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ｍｍ
33

流
水
の
正
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な
機
能
の
維
持

流
水
の
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な
機
能
の
維
持
(( 新
規

新
規
))
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,9
90

26
,9
90
,0
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,0
00
ｍｍ
33

堆
砂

堆
砂
10
,9
00

10
,9
00
,0
00

,0
00
ｍｍ
33

水
道
用
水

水
道
用
水
(( 現
ダ
ム

現
ダ
ム
) 
5,
70
0
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5,
70
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00
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ｍｍ
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(( 新
規

新
規
)) 水
道
用
水

水
道
用
水
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新
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工
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げ
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ム
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63
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規
開
発
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54
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ダ
ム
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水
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(2)  【②河道改修を中心とした対策】 河道掘削案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、河道掘削、河道内樹木の伐採及び
堤防整備を行う。 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改築を行
う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

【河道掘削案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    11 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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ム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 【河川整備計画】 

■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 
 
※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(3)  【②河道改修を中心とした対策】 引堤・河道掘削案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、下流の有堤区間において河道掘削
及び河道内樹木の伐採と合わせ堤防防護に必要な高水敷幅を確保するための引堤
を行う。 
・周辺が主に市街地である掘込区間、中流の有堤区間及び上流の無堤区間では、河
道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 
・河道の掘削、堤防整備及び引堤により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改
築を行う。 
・堤防整備及び引堤に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【引堤・河道掘削案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 55 万 m3 
護岸    約 23km 
河道掘削等 約 130 万 m3 
樋門・樋管    5 箇所 
橋梁改築    13 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        2 基 
用地補償  約 18ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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市
来
知
川

三
笠
幌
内
川

奔
別
川

11
,8
00
m3
/s

〔
14
,4
00
m3
/s
〕

石
狩
川

桂
沢
ダ
ム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 【河川整備計画】 

■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(4)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 ダム操作ルール見直し案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、桂沢ダムの洪水調節操作ルール見
直し、河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 
・[操作ルール見直し] 
  桂沢ダムの洪水調節時の放流量を引き上げ、河川整備計画目標規模の洪水に効
果を発揮できるようにする。 

  一定量放流方式（70m3/s）→ 一定率一定量放流方式（70～200m3/s） 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁及び水管橋について改築を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・桂沢ダムの放流設備、管理設備の整備を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■西川向 ●三笠
900m3/s 800m3/s 600m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
900m3/s 800m3/s 600m3/s

■石狩大橋
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【ダム操作ルール見直し案】 
■ダム 
桂沢ダム(操作ルール見直し) 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 13km 
河道掘削等 約 35 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築     7 橋 
橋脚保護    1 橋 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 23 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 
 
※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(5)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 新桂沢ダム 1ダム案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、桂沢ダムのかさ上げ（新桂沢ダム）、
河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁及び水管橋について改築を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
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【新桂沢ダム 1ダム案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 12 万 m3 
護岸    約  7km 
河道掘削等 約 10 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築     4 橋 
橋脚保護    1 橋 
用地補償  約  8ha 
家屋等補償   54 戸 ※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 

※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に
より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■ダム 
桂沢ダム(かさ上げ)〈新桂沢
ダム〉 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(6)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 遊水地案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、遊水地の建設、河道掘削、河道内
樹木の伐採及び堤防整備を行う。 
・幾春別川の上流部は山間地であり、まとまった平地は中下流部にある。このため
ある程度の貯留量を確保でき、市街地を避けた三笠市街地と岩見沢市街地との間の
平地部に遊水地を建設する。 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改築を行
う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・遊水地の整備に伴う家屋等の移転、用地補償及び地役権補償を行う。 
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■石狩大橋
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■石狩大橋
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【遊水地案】 
■遊水地 2箇所 
築堤等   約 15 万 m3 
用地補償  約 13ha 
家屋等補償   68 戸 
地役権補償 約 70ha 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 22km 
河道掘削等 約 100 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    10 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        1 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(7)  【④流域を中心とした対策】 水田等の保全案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、水田等の保全（機能向上）、河道掘
削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改築を行
う。 

・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・水田の畦畔のかさ上げ等による水田での貯留機能の向上を図る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【水田等の保全案】 
■水田等の保全(機能向上) 
約 15.7km2を対象 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    11 橋 
橋脚保護     2 橋 
堰        2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
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■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※流量低減効果量 
・水田等の保全（機能向上）：約 5m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 
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